
県行財政を取り巻く現状と課題 ①社会経済環境の変化

○ 1995年を100とした場合の2050年時点の推計 ○ 1965年から2005年までの約40年間で出生数は半減
（全国：83 東北：60 山形：57） ○ 2005年から2023年までの約20年間で出生数は約45％減

○ 本県は全国や東北と比べて、人口減少が早期かつ急激に進行 ○ 本県の出生数の減少は加速度的に進行

全国・東北・山形県の人口減少率
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（資料）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」を基に事務局作成 （資料）厚生労働省「人口動態調査」を基に事務局作成

山形県の出生数の推移

（現状）
○ 本県の人口減少は、全国や東北地方全体よりも早期かつ急激に進行しており、
地方の過疎化や地域産業の衰退等の社会課題を抱えている。

（課題）
✓少子高齢化を伴う人口減少
の加速
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○ 県職員の採用者数について、職員の年齢構成により、今後１０年程度は、必要採用者数が増加する見込み
○ 県職員の受験者数について、少子化の進展、過去の推移を踏まえると、今後も受験者数は減少する見込み
○ 必要採用者数が増加し、受験者数が減少していくと、県職員についても人手不足問題が深刻化する恐れ

県職員（大学卒業程度・行政職）採用者数・受験者数の推移

県行財政を取り巻く現状と課題 ①社会経済環境の変化

（現状）
○ 本県の職員についても、職員の年齢構成により、今後１０年程度は必要採用者数の増加
が見込まれ、また、少子化の進展、過去の推移を踏まえると、今後も受験者数の減少が見
込まれるため、人口減少の影響による人手不足問題が深刻化する恐れがある。

（課題）
✓人手不足問題の深刻化
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※必要採用者数は、職員体制を現行のままとした場合の推計
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（資料）ワーク・ライフ・バランス推進本部会議資料（令和６年５月14日）
若手離職者の状況と若手職員の働く意欲等に関するアンケート結果（令和５年）

県行財政を取り巻く現状と課題 ②職員の働き方に関する意識の変化

（現状）
○ 政府の調査結果によると、離職意向が高い職員は働きがいの実感度が低いことが特徴である。
○ 令和５年に若手職員を対象にしたアンケート結果によると、８割超の若手職員は「仕事も個
人の生活も大切にしたい」と思っている。

○ 同アンケートによると、若手職員の約56％が離職を考えたことがあり、その理由は、私生活
の時間が確保できないなどの「業務面での不安」が最も多い。

（課題）
✓働きがいの向上
✓ワーク・ライフ・バランスの推進

内閣人事局のアンケート及び若手職員の働く意欲等に関するアンケート結果より
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○ 内閣人事局「令和５年度働き方改革アンケート結果について」
によると、働きがい・働きやすさの実感度が低いと離職意向が高
い傾向にある。

（資料）内閣人事局 令和５年度働き方改革職員アンケート結果について

○ 若手職員へのアンケート結果によると、若手職員の約８割が「仕事も
大事だが個人の生活も大切にしたい」と回答しており、ワーク・ライフ
・バランスを非常に重視している。

○ 若手職員の約56％が離職を考えたことがある。
○ 離職を考えた理由は「業務面の不安」が最も多く、その具体的な内容
は、私生活の時間が確保できない、家庭環境への配慮が薄い、仕事にや
りがいが感じられないなど、ワーク・ライフ・バランス及び働きがいに
関するものであった。



（現状）
○令和６年度一般会計当初予算では、地方交付税が微増となった一方で、地方消費税等を中心に税収は減少に転じ
た。また、社会保障関係経費や公債費が引き続き高い水準で推移すること等により、多額の財源不足額が生じた。

○これに対し、県有財産の売却や有効活用、基金や特別会計資金の活用、県債の活用等により、さらなる歳入確保を
図るとともに、事務事業の見直し・改善や行政経費の節減・効率化に取り組み、より一層の歳出削減に努め、財源
不足額を圧縮した。

○今後を展望すると、一定の経済成長が見込まれたとしても、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で推移
することなどによって、ここ数年は引き続き多額の財源不足額が生じるものと見込まれる。 ※山形県財政の中期展望（R6.2）より

県行財政を取り巻く現状と課題 ③引き続き厳しい財政状況

（課題）
✓持続可能な財政基盤の確立
✓歳入の確保、歳出の見直し

（単位：億円）

７年度 ８年度 ９年度 10年度

△90 △173 △95 △175

3 3 3 3

51 28 15 4

30 30 20 15

84 61 38 22

(30) (30) (30)

30 60 90 120

30 60 90 120

114 121 128 142

167 115 148 115

注１：｢事務事業の見直し・改善、行政経費の節減・効率化」の括弧書きは当該年度の新規削減額である。

注２：歳入については、現行制度をもとに試算している。

注３：令和７年度及び９年度の調整基金積立額(E)①について、職員の定年延長に伴いこれら両年度において定年に

　　　係る退職手当は発生しないが、負担平準化を図る観点から令和８年度及び10年度の所要額の一部を予め積み立

　　　てておくものである（それぞれ令和８年度及び10年度に同額を取り崩すことになる）。

注４：令和７年度及び８年度の調整基金取崩額(E)②については、令和４年度及び５年度の法人関係税等の増収に伴

　　　う普通交付税の減額精算に対応するために積み立てていたものを取り崩すものである。

対 策 後 の 調 整 基 金 残 高 (F)

歳
 
出

事 務 事 業 の 見 直 し ・ 改 善
行 政 経 費 の 節 減 ・ 効 率 化

計 (C)

合 計 (D=B+C)

財 源 不 足 額 (A)

歳
 
入

県 有 財 産 の 売 却 、 有 効 活 用

基 金 、 特 別 会 計 資 金 の 有 効 活 用

財 源 対 策 の た め の 県 債 発 行

計 (B)

１ 山形県の財政収支の見通し（財源対策前）
令和６年度以降も毎年度、多額の財源不足が見込まれており、財源確保対策を講じなければ、令和８年度には調整基金が枯渇してしまう。

２ 山形県の財源不足への対応
人と自然がいきいきと調和し、真の豊かさと幸せを実感できる山形の実現には、それを支える持続可能な財政運営の確保が不可欠。
具体的には、歳入・歳出の両面から財源不足額の解消に向けた対応策を講じ、調整基金取崩しの抑制に努めることが必要である。
歳入面では、県有財産の売却や有効活用の促進、基金や特別会計の利用見込みのない資金の活用、財源対策のための県債の発行等によって歳入を確保する。
歳出面では、事務事業の見直し・改善や行政経費の節減・効率化など、徹底した歳出の見直しを行う。

山形県財政の中期展望（R6.2）

（単位：億円）

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度

1,103 1,162 1,182 1,194 1,205

2,078 2,155 2,174 2,193 2,206

666 684 685 687 687

450 432 437 435 441

1,912 1,854 1,831 1,797 1,765

6,209 6,287 6,309 6,306 6,304

1,520 1,423 1,499 1,406 1,470

703 726 726 726 726

888 899 924 958 968

2,553 2,478 2,460 2,434 2,419

835 851 873 877 896

公 共 事 業 費 365 366 365 365 365

単 独 事 業 費 257 270 291 293 312

国直轄事業負 担金 137 138 139 140 140

そ の 他 76 77 78 79 79

6,498 6,377 6,482 6,401 6,479

△289 △90 △173 △95 △175

143 53 △120 △215 △390

注１：「地方交付税」には地方譲与税、地方特例交付金を含む。

注２：「一般行政費」には繰出金、予備費を含む。

注３：令和６年度の数値は財源確保対策を講じた後の当初予算の姿である。

財 源 不 足 額 (C=A-B)

調 整 基 金 残 高
・ 財 政 赤 字

歳
　
　
出

人 件 費

社 会 保 障 関 係 経 費

公 債 費

一 般 行 政 費

投 資 的 経 費

計　   (B)

歳
　
　
入

県 税

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

県 債

そ の 他

計　   (A)

１ 山形県の財政収支の見通し（財源確保対策前） ２ 山形県の財源不足額への対応（当面の数値目標）
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県行財政を取り巻く現状と課題 ④行政事務のデジタル化の状況

（現状）
○ 本県のデジタル化の取組みは「Yamagata幸せデジタル化構想」（令和３年３

月策定、令和４年10月改訂）に基づき進められており、行政事務についても、

同構想に基づきデジタル技術を活用した効率化を推進。

○ 一方で、庁内のデジタル化の現状は、庁内ネットワークの設備とシステムが

ともに整備・構築から20年以上経過して老朽化しているなど、更なるデジタル

化を進めるための環境が整っていない状況。

（課題）

✓デジタル技術を活用した業務効率化

✓デジタル化のための環境整備

5

「Yamagata幸せデジタル化構想」における取組み 庁内ネットワークシステムの現状

（資料）「Yamagata幸せデジタル化構想」（令和４年10月改訂）

（資料）令５年度第１回山形県ＤＸ推進本部会議（令和５年10月）



県行財政を取り巻く現状と課題 ⑤政府の動向等

（現状）
１ ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申

２ デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針等に基づくＤＸの推進

３ 地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアルの公表、改訂

４ 経済財政運営と改革の基本方針2024（骨太の方針）

※１～４の具体的内容は、以下のとおり。

（働き方改革実現課で、政府の方針等の概要を要約して記載）

（課題）

✓適正規模の地方行政の推進

✓地方行政のデジタル化・オンライン化の推進

✓アナログ規制の見直し

✓多様な働き方の推進

(1)基本的な認識

①新型コロナの感染症危機による社会の急激な変化やこれに伴う

対応は、我が国においてこれまで指摘されてきたにもかかわら

ず、十分に対応できていなかった課題（人口構造の深刻な変化、

インフラの老朽化、デジタル化の遅れ）を顕在化させた。また、

前回の答申（※）で提言された内容も、コロナの影響により、

実際の取組みは道半ばである。このような認識のもと、以下の

課題への対応が必要。

(2)ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ（ＤＸ）の進展を踏まえた対応

①ＤＸによる地方公共団体の業務改革

・ｅＬＴＡＸを活用した公金納付、生成ＡＩの活用

②地方公共団体における情報セキュリティとデジタル人材

・全国どこであっても効果的かつ効率的に、デジタル人材を確

保・育成するための取組みが必要。

(3)地方公共団体相互間の連携・協力及び公共私の連携

①地方公共団体相互間の連携・協力

・人口構造の変化により、今後は、インフラの老朽化や人手不

足といった様々な資源制約が更に深刻化。公共施設の集約化

等が必要。

②公共私の連携

・人手不足や複雑化する課題に対応するため、行政が担ってき

た機能について、ＮＰＯ等多様な主体との連携・協働が必要

※「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要
な地方行政体制のあり方等に関する答申」（R2.6）（第32次地
方制度調査会）

(1)基本的な認識
①2040年頃にかけて生じる人口構造の変化やインフラの老朽化
等は、様々な内政上の課題を顕在化。そのため、以下のよう

な対応が必要。
(2)地方行政のデジタル化
(3)公共私の連携

(4)地方公共団体の広域連携

１ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する

答申（R5.12）（第33次地方制度調査会）

(1)これまでの経緯

R2.12「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を策定

R3. 9「デジタル改革関連法」施行 → デジタル庁発足

R3.12「構造改革のためのデジタル原則」策定

→今後のデジタル社会を構築する上で必要となるデジタ

ル改革・規制改革・行政改革に通底する原則を策定

R4.12「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工

程表」確定

(2)現在の状況

①工程表に基づき、令和６年６月までにアナログ規制の見直

しを実施済み

２デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針（R2.12閣議

決定）等に基づくＤＸの推進（デジタル庁の創設など）

(1)趣旨

①国民がデジタル社会の恩恵を一層実感できるようにするた

めには、暮らしに関連する行政サービスを担う地方公共団

体における規制の見直しが重要。

②デジタル庁が取り組んできた国の法令等におけるアナログ

規制の見直しの考え方や先行団体の取組み・洗い出し事例

を紹介するとともに、地方公共団体が条例等の見直しに取

り組むための推進体制や作業手順の案を示す。

(2)地方自治体への要請

①本マニュアルに沿って、アナログ規制の点検・見直しに積

極的に取り組むよう地方自治体へ要請。

３地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュ

アルの公表（R4.12）、改訂（R5.12）

(1)成長型の新たな経済ステージへの移行

①現在の経済をデフレから完全脱却、成長型経済を実

現させる千載一遇のチャンスだと捉え、社会課題解

決をエンジンとしたＤＸ等による生産性向上や誰も

が活躍できるWell-beingが高い社会の実現等に取り

組む。

(2)社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現

①多様な人材が安心して働き続けられる環境の整備

・デジタル環境の整備、業務の見直し、働く時間や

場所の柔軟化等の働き方改革の推進とともに、魅

力発信による志望者拡大、職員としての成長機会

の付与、マネジメント能力向上など人材の確保・

育成等に取り組む。

②革新技術の社会実装等による社会問題への対応

・行政手続きのワンストップ・ワンスオンリーなど

行政のデジタル化を推進。

(3)中長期的に持続可能な経済社会の実現

①中期的な経済財政の枠組み

・新技術の社会実装やＤＸ、公的サービスの広域

化・共同化等を推進

・財政健全化の「旗」を下ろさず、財政健全化目標

に取り組む。

・これまでの歳出改革努力を継続(2025～27年度)

②戦略的な社会資本整備

・公共サービスを効率的かつ効果的に提供するＰＰ

Ｐ／ＰＦＩの取組みを推進

③地方行財政基盤の強化

・地域ごとに異なる将来の人口動態を踏まえた広域

的な行政サービスの提供やデジタル技術の徹底実

装によるＤＸを推進

４経済財政運営と改革の基本方針2024（骨太の方針）

（R6.6閣議決定）
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